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令 和 3 年 4 月 15 日 

日本原子力研究開発機構 

 

防災訓練の結果の概要（総合防災訓練）  （案） 

  

本訓練は、人形峠環境技術センター（以下「センター」という。）原子力事業者防災業務計画

（以下「防災業務計画」という。）、核燃料物質加工施設保安規定及び核燃料物質使用施設保安

規定に基づき実施する。 

 

１．訓練目的 

防災業務計画に基づく総合的な防災訓練を実施し、中期計画を踏まえ、機構内（機構本部、敦

賀廃止措置実証本部（以下「敦賀本部」という。）、国（原子力規制庁緊急時対応センター（以

下「ＥＲＣ」という。）を含む）、関係自治体への情報提供・情報共有、技術的検討・対応（事

象の状況確認、事象進展対策及び復旧）が支障なく行われることを確認する。また、前年度から

改善を図った事項の有効性、新型コロナウイルス感染症対策を考慮した対応を確認する。 

 

２．達成目標 

原子力防災訓練中期計画を踏まえ、以下の達成目標を設定する。 

（１）現地対策本部 

①現地対策本部において、正確な発信資料を作成し、速やかに外部関係機関に通報連絡でき

ること。 

②「事象進展対策シート」、「発生事象状況確認シート」等を活用して、事象を視覚的に支

障なく、正確にＥＲＣを含めて情報共有できること。 

③現地対策本部において適時にブリーフィングを実施し、発生事象に係る対応状況及び今後

の事象進展・対策等について、具体的かつ簡潔に短時間で機構内への情報共有ができるこ

と。 

④現地対策本部、現場対応班間で、機構ＴＶ会議システムが一時的に使用不能となった場合

においても、代替手段を活用して、支障なく情報共有や応急措置の指示ができること。 

⑤ＥＡＬ事象が発生している状況下で、その他の事故又はトラブルが発生しても、指示命令

や事故の拡大防止措置など支障なく並行して対応できること。 

 

（２）機構対策本部 

・ 年度内訓練を通じて段階的に機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの統括者及び発話者を養成

できること。（本訓練においては、統括者については核燃料サイクル工学研究所防災訓練

（令和２年９月８日実施）に引き続いて選定し、対応能力の習熟を図る。発話者について

は減員して対応を行うことにより、対応能力の向上を図る。） 

 

３．主な検証項目 

達成目標、前年度から改善を図った事項、新型コロナウイルス感染症対策を考慮した対応を

踏まえ、以下の検証項目を設定する。 
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３．１ 達成目標に係る検証項目 

（１）現地対策本部 

①通報連絡班及び総務班は、改訂した様式を支障なく使い、通報連絡ができること。また、送

信ＦＡＸ機併用、ＥＲＣへの着信確認の強化、発信資料の未着時の対応を支障なく実施し、

センター規則に定められた時間内にＥＲＣに通報文が届くこと。 

②現場対応班、現場対応班情報専任者及び安全管理班は、受電した情報を手順に沿って、「事

象進展対策シート」、「発生事象状況確認シート」等を用いて、機構内関係者間で分かりや

すい情報共有ができること。また、「事象進展対策シート」、「発生事象状況確認シート」等

で情報共有後に修正なく情報共有ができること。 

③発生事象に係る対応状況及び今後の事象進展・対策等に関する具体的な説明をブリーフィン

グにて簡潔に短時間で実施し、機構内への情報共有ができること。 

④機構ＴＶ会議システムの動作不良時も、代替手段を用いた情報共有や応急措置の指示が支障

なくできること。 

⑤現地対策本部長、現場対応班、現地対策本部情報専任者及び現場対応班情報専任者は、発生

した事象を整理して、機構内の情報共有を支障なく行えること。また、通報連絡班は、発生

した事象を整理して、機構外への通報連絡を支障なく行えること。 

 

（２）機構対策本部 

・ 機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの統括者は、発話者に対し、ＥＲＣへ提供すべき情報を指示

するとともに、情報収集担当者に対して情報収集すべき事項の指示ができること。また、発

話者は複数施設の発災状況を区別してＥＲＣへ情報共有できること。 

 

３．２ 前年度から改善を図った事項に係る検証項目 

（１）現地対策本部 

・安全管理班員、総務班員はＥＲＣブース担当者に情報を提供し、支障なく情報提供ができる

こと。 

 

（２）機構対策本部 

・機構対策本部は、「発話ポイント」を活用して、ＥＲＣに対して事象の進展予測に係る情報共

有ができること。 

 

３．３ 新型コロナウイルス感染症対策を考慮した対応に係る検証項目 

（１）現地対策本部 

・緊急時対策所と現場指揮所において、マスク、フェイスガード等の飛沫防止対策を行った状

態で、支障なく情報共有できること。 

 

（２）機構対策本部 

・機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの要員数が制限された状況（発話者２→１名、情報収集担当

者７→５名（ 低人数））でも機構内及びＥＲＣとの情報共有ができること。 
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４．実施日時及び対象施設 

（１）実施日時 

令和２年９月２９日（月） １３時１５分 ～ １５時３０分 

 

（２）対象施設 

濃縮工学施設 第１ウラン貯蔵庫（以下「第１ウラン貯蔵庫」という。） 

ウラン濃縮原型プラント（以下「ＤＰ」という。） 

 

５．実施体制、評価体制及び参加者 

（１）実施体制 

 

  

 

 

※１　ERC、機構対策本部、人形峠現地対策本
部は統合原子力防災ネットワークシステムを使
用して情報伝達を行う

図‐1 実施体制図

センター

現地対策本部

指示、報告

（PHS等）

現場対応班

（現場指揮所）

各現場対応チーム

現地対策本部長

各対応班
（緊急時対策所）

機構対策本部

(原子力施設事態

即応センター)

発災場所

（第1ウラン貯蔵庫、DP）

中央官庁

・原子力規制庁

（ＥＲＣ）

・文科省

・経産省

地方自治体等

関係機関

上齋原

オフサイトセンター

（要員派遣：模擬）

指示、報告・連絡
（機構TV会議システム、FAX等）

通報・連絡

日本原子力研究開発機構 外部関係機関

東京支援班

報告・連絡※１

指示、報告・連絡
（機構TV会議システム、FAX等）

支援本部
支援要請

原子力事業所災

害対策支援拠点

指示、連絡等
要員、資機材

（敦賀廃止措置

実証本部）

（いつき寮）
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（２）評価体制 

○ 評価のためのチェックリストを作成し活用する。 

○ センター内外から選出された訓練モニタ及び外部機関の有識者により、第三者の視点から

課題の抽出を図る。 

○ 訓練参加者による反省会等を通して実施状況を評価する。 

 

（３）参加者  

○参加人数 ：２４２名 

 ＜内訳＞  

・現地対策本部 ： ５３名 

 ・現場対応班 ：１４６名 

 ・機構対策本部 ： ３６名 

 ・ＥＲＣに派遣した現地情報連絡員(以下「リエゾン」という。)  ：  ３名 

・緊急事態応急対策等拠点施設（以下「ＯＦＣ」という。）派遣要員 ：  ４名 

○訓練評価者(訓練モニタ及び外部機関の有識者)   ：  ９名 

〇その他(退避訓練のみ参加した研究所従業員等)  ： ３９名 

 

６．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

情報収集事態に該当する地震の発生を起点とし、核燃料物質使用施設である第１ウラン貯

蔵庫において、震度６弱の地震発生による警戒事態（以下「ＡＬ」という。）、火災に伴う放

射性物質の放出による施設敷地緊急事態（以下「ＳＥ」という。）及び全面緊急事態（以下「Ｇ

Ｅ」という。）に進展する原子力災害を想定した。 

 

（１）前提条件 

・ 第１ウラン貯蔵庫 

シリンダ貯蔵室において、３０Ｂシリンダをクレーンで吊り上げ、有機溶剤、塗料を用い

て床面・壁面の塗装作業を実施中。 

・ ＤＰ 

作業は行われてない。 

 

（２）事象概要 

時 刻 第１ウラン貯蔵庫 ＤＰ 

13:15 【情報収集事態＜地震発生（鏡野町で震度５強）＞】 

・３０Ｂシリンダが落下  

13:22 
・シリンダ貯蔵室で火災発生、初期消火実

施 
 

13:27 ・初期消火断念、作業者屋外へ退避  

13:33 
・建屋入口扉がすべて開かず、建屋内部に

入域できないことが判明 
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13:40 

 【ＡＬ＜地震発生（鏡野町で震度６弱）＞】  

  

・分析室で作業者が廃液が入った容器を

足に落とし、容器が破損。作業者１名

が汚染し、足を負傷 

13:42 ・排気モニタの警報が吹鳴  

13:44 ・排気筒から黒煙の放出を確認  

13:47   

・発災現場の汚染拡大防止措置及び負傷

者の除染・応急措置実施のため、現場

対応班員７名を分析室に派遣 

13:59 ・消防班により外壁に放水開始  

14:05 

・排気モニタの指示値（全α）が、ＳＥ及

びＧＥ＜通常放出経路での気体放射性

物質の放出＞の判断水準に達したこと

を安全管理班員が確認 

 

14:06 

【ＳＥ及びＧＥ＜通常放出経路での気体

放射性物質の放出＞を原子力防災管理者

（以下「現地対策本部長」という。）が判

断】 

 

14:07 

・排気モニタで、サンプリングろ紙が煤で

目詰まりを起こし、流量が確保できなく

なり、サンプリングが停止 

 

14:08  ・ 負傷者の除染及び応急措置が完了 

14:16 

・現場対応班員が給排気設備へのアクセ

スルートを確保し、給排気設備の停止措

置を実施 

・ 外部医療機関に向け、負傷者を機構救

急車で救急搬送開始 

14:19 
・消防班員がシリンダ貯蔵室へのアクセ

スルートを確保 
 

14:21  
・構内道路で土砂崩れが発生し、機構救

急車が待機 

14:22 
・消防班員が、泡消火剤による消火作業を

開始 
・土砂撤去作業のため除雪車を派遣 

14:25 
・モニタリングポスト（以下「ＭＰ」という。）－１で、７．５μSv/h の指示値を検

出 

14:27 【ＳＥ＜敷地境界付近の放射線量の上昇＞を現地対策本部長が判断】 

14:28  

・ 土砂撤去作業が完了、救急搬送再開 

※救急搬送はセンター構内のみとし敷

地外は想定 

14:35 
・ 消防班員が火災の鎮圧を確認し、泡消火

剤による消火作業を停止（建屋外壁への
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７．防災訓練の項目 

  総合防災訓練 

 

８．防災訓練の内容 

防災業務計画に基づき、センター及び機構本部との合同による総合訓練を実施した。なお、

以下の各訓練はシナリオ非提示型訓練（機構対策本部、現地対策本部、現場対応班のプレーヤ

ーには非提示とした。ただし、コントローラ、発災場所で作業していた作業者、放射線管理員

には訓練コントロールの一環として、詳細シナリオを提示した。また、進捗管理等のため、訓

練の事務局長である安全管理課長には一部開示した。）として実施した。 

 

８．１ 現地対策本部における訓練 

（１）要員招集訓練 

放水は継続中） 

14:39 

・現場対応班員がシリンダ貯蔵室に入域

し、炭酸ガスによるシリンダバルブの冷

却作業を開始 

 

14:40   

・分析室内の除染措置及び汚染拡大防止

措置が完了 

・負傷者１名を外部医療機関へ搬送 

14:42 

・炭酸ガスによるシリンダバルブの冷却

作業が完了し、木栓の打ち込み作業を開

始 

 

14:46 
・ シリンダバルブへの木栓打ち込み作業

が終了 
 

14:49 ・公設消防により鎮火確認  

14:52 

・ＭＰ－１の指示値上昇は機器故障による誤計数であり、放射線状況の異常でないこ

とを安全管理班員が確認 

【ＳＥ＜敷地境界付近の放射線量の上昇＞の取り下げを現地対策本部長が判断】 

14:55 

・異常時対応作業が終了したことを受け、

モニタリングカーのダストモニタのろ

紙交換を実施 

  

14:59   
・負傷者が外部医療機関に到着。 

※外部医療機関での診察は想定 

15:00 

・ モニタリングカーのダストモニタの指

示値（空気中放射性物質濃度）は、通常

時の水準になったことを確認 

 

15:12   ・ 負傷者の診察が終了 

15:30 訓練終了 
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（２）通報連絡訓練 

（３）緊急時環境モニタリング訓練 

（４）現地対策本部内における情報共有訓練 

（５）現地対策本部と機構対策本部との情報共有訓練 

（６）応急措置訓練 

（７）広報対応訓練 

（８）救護訓練 

８．２ 機構対策本部における訓練 

（１）機構内及びＥＲＣとの情報共有訓練 

（２）原子力事業所災害対策支援拠点との連携訓練 

 

９．訓練結果の概要及び個別評価 

各訓練の実施内容及び評価は以下のとおり。 

 

９．１ 現地対策本部における訓練 

（１）要員招集訓練 

＜実施内容＞ 

・震度５強の地震情報を受け、所長は現地対策本部構成員を緊急時対策所に招集し、現地

対策本部を設営した。また、環境保全技術開発部長は、現場対応班員を濃縮工学施設（以

下「ＥＥＦ」という。）応接室及びＤＰ Ａ会議室にそれぞれ招集し、現場対応班を設営

した。 

＜評価＞ 

・所長及び環境保全技術開発部長は、「事故対策規則」、「現場対応班活動マニュアル」に

沿って、現地対策本部構成員及び現場対応班員を招集し、現地対策本部及び現場対応班

を設営できた。 

 

（２）通報連絡訓練 

＜実施内容＞ 

・通報連絡班、安全管理班、総務班、現場対応班は、通報文の他、放射線状況、ＥＡＬ事

象の発生状況、応急措置の進捗状況に係る情報をそれぞれ集約し、資料を分担して作成

した。通報連絡班はＥＲＣを含む関係個所にＦＡＸによる通報連絡を行った。事象発生

からＥＲＣに通報文を発信するまでの所要時間を表１に、通報文（続報）の発信間隔を

表２にそれぞれ示す。 

 

   表１ 通報文（事象発生後）の発信までの所要時間 

ＥＡＬ等 事象・発信資料 
事象確認 

または 

判断時刻 

ＦＡＸ機が

ＥＲＣに発

信した時刻 

所要 

時間 

（分） 
情報収集

事態 

地震発生（震度５強） 

・地震発生に伴う連絡事項について（第１報）（通算第１報） 

１３：１５ １３：２２ ７ 
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事故トラ

ブル発生 

 

火災発生 

・事故等発生連絡票（第１報）（通算第１報） 

※地震発生後に建物の点検時間を含む。 

１３：２２ １３：３３ １１ 

ＡＬ 地震発生（震度６弱） 

・警戒事態該当事象発生連絡（通算第２報） 

１３：４２

＊１ 

１４：０１ １９ 

SE02 

･GE02 

排気モニタの指示値が原災法１０条該当水準に達する。 

・特定事象発生通報（第１報） （通算第４報） 

１４：０６

＊１ 

１４：１０ ４ 

ＳＥ０１ ＭＰ－１で空間線量率上昇。 

・特定事象発生通報（第２報） （通算第６報） 

１４：２７

＊１ 

１４：３９ １２ 

＊１現地対策本部長が判断した時刻 

 

表２ 通報文（続報）の発信間隔（応急措置の概要報告） 

ＥＡＬ等 事象・発信資料 
ＦＡＸ機がＥＲ

Ｃに発信した時

刻 

発信間隔 

（分） 

SE02 

･GE02 
排気モニタの指示値が原災法１０条該当水準に達する。 

・特定事象発生通報（第１報） （通算第４報） 
１４：１０ － 

応急措置 

概要報告 

第１ウラン貯蔵庫での応急措置の実施状況を報告。 

・応急措置の概要報告（第１報）（通算第７報） 

１４：４７ ３７ 

応急措置 

概要報告 

 

火災鎮火後の漏えい停止措置に関する応急措置の実施状況

を報告。 

・応急措置の概要報告（第２報）（通算第８報） 

１５：０２ １５ 

応急措置 

概要報告 

公設消防による鎮火確認、モニタリングカーのダストモニ

タの指示値が通常値になったことを報告。 

・応急措置の概要報告（第３報）（通算第９報） 

１５：２０ １８ 

応急措置 

概要報告 

発生事象が収束方向になったことを報告。 

・応急措置の概要報告（第４報）（通算第１０報） 

１５：３９ １９ 

 

＜評価＞ 

・「警戒事態該当事象発生連絡」では、事象発生から発信するまで１９分を要し、「事象発

生から１５分以内にＥＲＣに発信する」という基準を超過した。これ以外の通報文は、基

準以内に発信できた。応急措置の概要報告はＳＥ０２・ＧＥ０２に関する特定事象発生通

報からセンター内のマニュアル等に基づいて適切なタイミングで発信できた。ＦＡＸ機増

設による遅延防止対策は有効であった。また、通報連絡班員は修正後の通報様式を適切に

使用することができた。【１２．＜問題点①＞】 

 

（３）緊急時環境モニタリング訓練 

 ＜実施内容＞ 

・第１ウラン貯蔵庫での火災発生を受け、安全管理班長は、安全管理課員に対して、排気

モニタ、ＭＰ及びモニタリングステーション（以下「ＭＳ」という。）の指示値の監視や

モニタリングカーの出動を指示した。安全管理班員は、排気モニタ、ＭＰ及びＭＳの指

示値の監視、モニタリングカーによる空間線量率及び空気中放射性物質濃度の測定をそ

れぞれ開始し、発災状況に応じて５分または１０分間隔で現地対策本部（安全管理班）
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に報告した。 

＜評価＞ 

・安全管理班員は、「緊急時環境モニタリングマニュアル」に従い、緊急時環境モニタリン

グを実施し、指示値を定期的に現地対策本部へ報告できた。 

 

（４）現地対策本部内における情報共有訓練 

 ＜実施内容＞ 

 ①-1現地対策本部各対応班は「発生事象状況確認シート」、「事象進展対策シート」、図面等の

資料を活用して、収集した情報を現地対策本部内に報告した。また、現場対応班は、各

現場対応チームから報告された情報を収集、集約したのち、現場対応班内で共有した。 

①-2現地対策本部と現場対応班は、機構ＴＶ会議システム及び音声会議システムを使用して

情報共有を行った。また、共有した情報に基づいて現地対策本部長は各対応班に対し、

指示、命令を行った。 

② 現地対策本部長は、第１ウラン貯蔵庫の排気モニタの指示値が、ＥＡＬの判断基準に達

したことを「発生事象状況確認シート」により確認し、ＳＥ０２及びＧＥ０２事象に達

したことを宣言した。また、ＭＰ－１の空間線量率がＥＡＬの判断基準に達したことを

「発生事象状況確認シート」により確認し、ＳＥ０１事象に達したことを宣言した。 

③ 現地対策本部長は、機構ＴＶ会議システムの動作不良が発生したことにより、現地対策

本部で他に使用できる通信手段を確認し、安全管理班員及び現場対応班員に音声会議シ

ステムの使用を指示した。安全管理班員及び現場対応班員は、音声会議システムを連携

して立ち上げて情報共有を行った。 

④ 広報班員、安全管理班員及び総務班員は、作成した資料を現地対策本部内に配布して情

報共有する際に、ＥＲＣブース担当者にも配布し、情報提供を行った。 

⑤ 現地対策本部構成員及び現場対応班員は、新型コロナウイルス感染防止対策としてマス

クを着用して情報共有を行った。 

＜評価＞ 

① 現地対策本部構成員と現場対応班員の間での情報共有や指示、命令、報告は、「緊急時対

応マニュアル」や「現場対応班マニュアル」等に基づいて、行うことができたが、一部

の「事象進展対策シート」では誤記訂正があった。【１２．＜問題点③＞】 

② 現地対策本部長は、防災業務計画のＥＡＬ判断基準に沿って、ＳＥ事象及びＧＥ事象を

判断することができた。 

③ 機構ＴＶ会議システムの動作不良が発生した際も、現地対策本部構成員及び現場対応班

員は、音声会議システムを用いて、速やかに情報共有することができた。 

④ 広報班員、安全管理班員及び総務班員は、「安全管理班実施要領」等に基づいて、ＥＲＣ

ブース担当者に対して、現地対策本部内で共有する資料の配布や情報提供を行うことが

できた。 

⑤ 現地対策本部構成員及び現場対応班員は、大きめの声や発音に注意して発話することで、

マスクを着用しても、情報共有を行うことができた。 

 

（５）現地対策本部と機構対策本部との情報共有訓練 
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 ＜実施内容＞ 

① 現地対策本部情報専任者及び現場対応班情報専任者は、安全管理班員、総務班員及び現

場対応班員が作成した「発生事象状況確認シート」、「事象進展対策シート」、図面等の資

料を書画装置に表示しながら、機構ＴＶ会議システム及び音声会議システムを使用して

説明し、現地対策本部及び機構対策本部間で情報共有を行った。 

 ② 現地対策本部情報専任者は、現地対策本部内で集約された情報をもとに、３回ブリーフ

ィングを実施した。 

１回目：１３時３７分、機構ＴＶ会議システムの動作不良が解消し、復旧した時。音声会

議システムで共有した情報を再確認した。 

２回目：１４時２１分、応急措置の実施内容が決定し、着手する前。応急措置の実施内容

や事故の収束に向けた戦略を説明した。 

３回目：１５時０７分、応急措置が終了し、放射線状況が通常の水準になったことを確

認した時。応急措置の結果や放射線状況、今後の実施方針を説明した。 

＜評価＞ 

 ① 現地対策本部から機構対策本部に対し、重要性が高い情報と重要性が低い情報が混在し

て提供され、受信者側への伝達が不十分になった場面が見られた。【１２．＜問題点②＞】 

 ② 現地対策本部情報専任者は、「ブリーフィング実施要領」に沿って、ブリーフィングを実

施することができた。 

 

（６）応急措置訓練 

 ＜実施内容＞ 

 ① 第１ウラン貯蔵庫の火災に対して、現地対策本部長は、消防班に対して出動指示を出し

た。消防班員は、第１ウラン貯蔵庫で消火活動に着手した。消火活動中は、消防班長から

総務班長を通じて現地対策本部に状況報告と情報共有を行った。 

 ②-1現場対応班長は、現場作業者から収集した情報や、現地対策本部及び現場対応班員から

の放射線状況に関する報告内容から、第１ウラン貯蔵庫においてＵＦ６が漏洩したと判

断し、施設担当課長に異常時対応計画書の作成を指示した。現場対応班員は、異常時対

応計画書に従い、第１ウラン貯蔵庫の給排気設備の停止操作、３０Ｂシリンダの冷却及

びシリンダバルブ開口部への木栓の打ち込み作業を実施した。 

 ②-2現場対応班長は、第１ウラン貯蔵庫のＥＡＬ事象とＤＰの汚染事象を並行して処置でき

るよう、ＥＥＦ現場指揮所とＤＰ現場指揮所に分かれる形へ現場対応班の指揮体制を変

更し、現場対応班員の派遣を指示した。現場対応班員は、ＤＰ分析室内で汚染拡大防止

措置を実施した。 

 ＜評価＞ 

 ① 現地対策本部長、総務班長及び消防班員は「防火管理規則」及び「緊急時対応マニュア

ル」に沿って、消火活動を実施することができた。 

② 現場対応班員は、特定事象に対する応急措置及び汚染事象に対しては、「現場対応班マニ

ュアル」、「特殊放射線作業マニュアル」、緊急作業計画書に基づいて支障なく対応するこ

とができた。 
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（７）広報対応訓練 

＜実施内容＞ 

  ① 広報班員は、現地対策本部内の情報を収集し、プレス発表文を作成した。また、現地対

策本部、現場対応班及び機構対策本部と内容及びプレス発表の実施方法を調整した。 

② 広報班員は、模擬記者会見を行い、今回発生した特定事象と汚染事象について、プレス

発表文に基づいて発生状況や応急措置の実施状況を説明した。 

＜評価＞ 

  ① 広報班員は、「広報実施要領」に従って、プレス発表資料を作成や機構内での調整を実施

することができた。また、発災施設における応急措置の状況を踏まえて、プレス開催時

刻を調整することができた。 

② 模擬記者会見では、説明や質疑応答が中断して進行できないような状況が見られなかっ

たこと。また、模擬記者に対して質疑応答で不明な点を説明し、理解されたことから、

広報班員はプレス文を用いて、分かりやすく説明することができた。 

 

（８）救護訓練 

＜実施内容＞ 

  ① 現場対応班長は、ＤＰ分析室で発生した作業者の負傷及び身体汚染の状況について、現

場作業者からの通報に基づき把握するとともに、現場対応班員に対し、発災現場にて汚

染負傷者１名の除染及び救護措置を実施するよう指示した。 

  ② 現場対応班員は、作業者の汚染部位及び負傷部位を確認し、除染及び救護措置を行った。

厚生医療班員は、負傷した作業者を外部医療機関に向けてセンター救急車で搬送した。

また、搬送途中に構内道路で土砂崩れが発生したため、現場対応班員が土砂撤去作業を

実施した（センター敷地外の救急搬送は模擬とした）。 

  ＜評価＞ 

  ① 現場対応班長は、現場作業者からの通報に基づき状況を把握し、「緊急時救護活動要領」

「現場対応班マニュアル」「施設放射線管理マニュアル」に沿って、除染及び救護措置

を指示することができた。 

② 現場対応班員及び厚生医療班員は、「緊急時救護活動要領」、「現場対応班マニュアル」、

「施設放射線管理マニュアル」に沿って、汚染を伴う負傷者の除染、救護措置及び救急搬

送を実施することができた。 

 

９．２ 機構対策本部における訓練 

（１）機構内及びＥＲＣとの情報共有訓練 

＜実施内容＞ 

①-1 機構対策本部は、機構ＴＶ会議システムでの現地対策本部等の発話内容（ブリーフィ

ング情報含む）及び書画装置システムや共有フォルダを用いて共有した「発生事象状況

確認シート」、「事象進展対策シート」等の視覚情報を基に、プラント情報、ＥＡＬ事象

の判断基準、今後の事象進展等に関する情報を収集した。 

①-2 機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの統括者は、情報収集担当者に指示し、ＥＲＣに対し

て提供すべき情報を、情報の重要度に応じて機構ＴＶ会議システム又はホットライン経



12 

由で収集した。 

②-1 機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの発話者は、施設名を 初に述べることで複数施設の

発災状況を区別し、また書画装置により視覚情報を活用したうえで、プラント情報、Ｅ

ＡＬ事象の判断基準、今後の事象進展等に関する情報を提供した。 

②-2 機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの統括者は、収集した情報を確認し、発話者に対して

ＥＲＣに対して提供すべき事項を指示した。 

③機構対策本部は、ＥＲＣ対応ブースの発話者が１名、情報収集担当者が５名の体制にて、

機構内及びＥＲＣとの情報共有を実施した。 

＜評価＞ 

①機構対策本部は、「原子力規制庁緊急時対応センターとの接続時対応マニュアル」（以

下「ＥＲＣ対応マニュアル」という。）に基づいて現地対策本部から情報を収集できた。 

②機構対策本部は、「ＥＲＣ対応マニュアル」に基づいてＥＲＣに対して情報を提供でき

た。また、「発話ポイント」を活用して事象の進展予測等に係る情報共有が実施できた。

ただし、ＥＲＣとの情報共有において、情報を整理したうえで提供することができて

いない場面があったこと、ＳＥ０１の判断根拠を速やかに回答できなかったことから、

改善が必要であると評価した。【１２．＜問題点④、⑤＞】 

③機構対策本部は、新型コロナウイルス感染症対策を考慮し、ＥＲＣ対応ブースの要員数

が制限された状況（「ＥＲＣ対応マニュアル」に定める 少人数）においても、「ＥＲ

Ｃ対応マニュアル」に基づき各担当者が役割を担い、機構内及びＥＲＣとの情報共有が

できた。 

 

（２）原子力事業所災害対策支援拠点との連携訓練 

＜実施内容＞ 

・ 機構対策本部は、現地対策本部からの支援要請を受け、支援本部となる敦賀本部に対し

て原子力事業所災害対策支援拠点へのモニタリングカー及び要員の派遣を要請した。 

・ 機構対策本部は、モニタリングカーの準備状況を支援本部から情報収集し、機構ＴＶ会

議システムでの発話により現地対策本部へ情報提供を行った。（支援本部は、情報連絡

のみ実働。実作業は模擬。） 

＜評価＞ 

・ 機構対策本部は、「機構本部事故対策規則」に基づいて現地対策本部からの要請に伴い、

支援本部への支援要請と準備状況を機構内へ情報提供が行えたことから、支援要請にお

ける対応を適切に実施できた。（原子力事業所災害対策支援拠点での実動を伴う訓練は

別途実施） 

 

１０．過去の訓練を踏まえた改善点の評価 

前回の防災訓練（令和２年１月１４日実施）で抽出された改善点に対する取組状況は以下の

とおり。 
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（１）センター 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題①＞ 

一部の通報様式が 新ではないものを使用

した。 

 

【原因】 

①防災業務計画及び令和元年７月の様式一部

修正の際、関連規則に定めた警戒事態該当事

象発生連絡まで修正を反映させていなかっ

た。 

 

②特定事象発生通報の様式について、防災業

務計画の見直しと合わせて、修正が行われな

かった。 

 

 

 

 

【対策】 

①防災業務計画の改訂の際は、関連するセンタ

ー内規則で修正対象リストを作成した。令和２

年８月２１日付で防災業務計画の改訂を行い、

通報様式の改訂内容を反映した。 

②上記の修正リストを活用し、関連する他のセ

ンター内規則について修正した。修正した様式

については、現地対策本部構成員へ教育した。 

 

【評価】 

・現地対策本部構成員は、修正した様式を用い

て、誤った使い方をせずに通報文を作成する

ことができた。【９．１（２）】【完了】 

 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題②＞ 

特定事象発生通報（ＧＥ０５）について、現

地対策本部での内容確認後のＦＡＸ操作に時

間を要し、速やかな通報が実施できなかったこ

とから、ＥＡＬ事象判断後に速やかに通報を実

施できるよう運用について改善する必要があ

る。      

   

【原因】 

①発信資料をＦＡＸで発信させる際に、発信時

刻の記録を行っておらず、着信確認も実施した

記録しかなく、実施時刻は残していなかった。

「いつまでに発信するか」等、通報における時

間管理が明確でなく、着信が遅れても気が付け

なかった。 

②発信資料のＦＡＸ発信は、１台のＦＡＸ機で

行っていた。発信設定はＥＲＣを 初として、

複数の発信先に対して、発信順を定めて実施し

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①ＦＡＸ機で発信操作をした時刻や着信確認

をした時刻を記録すること、また、着信確認に

て、送信できていない状況が確認されたら、代

替手段に移行することを通報連絡実施要領に

定め、教育や訓練を実施した。 

 

②発信用ＦＡＸ機は、現行の緊急時対策所に設

置している１台とは別に、安全管理課居室のＦ

ＡＸ機１台を追加し、合計２台のＦＡＸ機で発
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たが、ＦＡＸ発信は、発信側ＦＡＸ機と相手側

ＦＡＸ機とで接続が完了した順に行われてお

り、必ずしもＦＡＸ機からの発信設定を行った

順には発信されておらず、ＥＲＣへのＦＡＸ発

信が後回しになった。センターＦＡＸ機の運用

は、複数の発信設定が重なり、発信まで時間を

要する場合を考慮していなかった。 

信した。 

 

 

 

 

 

 

【評価】 

・９．１（２）の表１から、所要時間が４～１

２分となった。ＦＡＸ機を２台にし、分散し

て発信することは有効であった。 

一方で、「警戒事態該当事象発生連絡」で

は、ＥＲＣへの発信が現地対策本部長の判断

から１９分後となり、「１５分以内の発信」

から超過した。通報連絡班員は通報対応で多

くの処理をする中で、代替手段に移行するこ

とを失念し、発信に時間を要した。【９．１

（２）】【（１２．＜問題点①＞）】【継続】 

 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題③＞ 

地震発生時の警戒事態該当事象発生連絡の

発信について、センター規則に示された警戒事

態の該当判断をしてから通報までの時間に誤

りがあり、原子力災害対策指針に沿った通報が

できなかった。 

 

【原因】 

・原子力災害対策指針では、「原子力事業者は、

警戒事態に該当する事象の発生及び施設の

状況について直ちに国に連絡しなければな

らない。」と示されており、１５分以内の通

報が必要であるが、センター通達「地震発生

時の点検及び通報連絡について」では３０分

以内と定められており、センター規則の方が

誤っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・センター通達「地震発生時の点検及び通報連

絡について」を改訂した。また、警戒事態該

当事象発生連絡について１５分以内に発信

できるよう、迅速な資料作成に資するために

発信資料の記載例を整備した。また、記載例

を用いて、連絡責任者や総務班員に対し、記

載内容について教育を実施し、通報に係る要

素訓練を実施した。 

 

【評価】 

・総務班員は、センター通達「地震発生時の点
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検及び通報連絡について」に沿って、１５分

以内に通報文を作成することができた。一方

で、ＥＲＣへの発信が現地対策本部長の判断

から１９分後となり、１５分以内に発信がで

きなかった。課題②で示したとおり、通報連

絡班員がＥＲＣにＦＡＸが不達だった場合

の代替手段に移行できなかったためである。

本課題に係る対策は有効であった。【９．１

（２）】【完了】 

 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題④＞ 

「事象進展対策シート」に記載する対策の実

施時刻について、情報発信の正確性に欠けたこ

とで、実施時刻を何度も訂正することとなり、

機構対策本部においてはＥＲＣに対して情報

の混乱を生じさせた。 

【原因】 

・現場対応班内で時間を把握する際、口頭での

やり取りであったため、他の作業の情報との

混同があり、機構対策本部に対して誤った情

報提供が行われた。 

 

 

 

 

 

 

【対策】  

・現場対応班から現地対策本部に提供する情

報については、メモを作成し、班長の確認を

得たのち、現場対応班情報専任者から発話す

ることを「現場対応班活動マニュアル」に定

めた。 

 

【評価】 

・現場対応班員は、「現場対応班活動マニュア

ル」に定めれた手順に沿って、メモの作成、

情報の確認を行い、現場対応班情報専任者は

メモの内容を発話した。事象進展対策シート

は訂正なく、情報提供することができた。 

  一方で、総務班員は、消防班長から消防活

動の進捗状況を収集したが、「事象進展対策

シート」に時刻を記入する際、時刻に誤りが

あった。【９．１（４）】【（１２．＜問題点

③＞）】【継続】 

 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題⑤＞ 

現地対策本部のＥＲＣ対応ブース担当者は、
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ＳＥ０１からＧＥ０１への進展可能性につい

てＥＲＣから現地対策本部ＥＲＣ対応ブース

担当者へ問い合わせがあったが、放射線状況の

資料を持ち合わせておらず、回答できなかっ

た。 

 

【原因】 

・現地対策本部ＥＲＣ対応ブースに対し、提供

すべき資料を明確にしてないため、現地対策

本部各対応班からの資料提供が行われなかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・「安全管理班実施要領」等に配布すべき資料

を明確にし、資料の配布先として、現地対策

本部ＥＲＣ対応ブース担当者を追加した。 

 

【評価】 

・現地対策本部各対応班は、「安全管理班実施

要領」等に従って、現地対策本部ＥＲＣ対応

ブース担当者に資料を配布し、情報提供する

ことができた。【９．１（４）】【完了】 

 

（２）機構本部 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題①＞ 

ＥＲＣに対して、発出したＥＡＬ（ＳＥ０１）

の非該当判断に係る情報提供が遅れた場面が

あったことから、機構内の情報収集について改

善する必要がある。 

 

【原因】 

・現地対策本部からＳＥ０１の非該当判断に

ついて機構ＴＶ会議システム上で情報提供

があったものの、簡素な発話にとどまり、機

構対策本部は重要情報であるという認識が

持てなかった。 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・機構本部は、「機構ＴＶ会議における発話の

基本」を定め、重要情報について繰り返して

発言するようルール化し、各拠点へ展開し

た。 

 

【評価】 

・ 現地対策本部長、現地対策本部情報専任者

及び安全管理班長は、「機構ＴＶ会議におけ

る発話の基本」に基づき重要情報（ＳＥ０１

の非該当判断の根拠）について、繰り返しの

発話により事象の重要性を伝達できた。 

・ 機構対策本部は、重要性を理解しＳＥ０１

の非該当判断に係る情報提供をＥＲＣに対
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して実施できた。【完了】 

 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題②＞ 

ＳＥ０１からＧＥ０１への進展可能性につ

いて情報共有できておらず、ＥＲＣに対して情

報提供できていない場面があったことから、Ｅ

ＡＬの進展可能性について機構内でタイムリ

ーに情報共有できるようにする必要がある。 

 

【原因】 

（センター） 

・「発生事象状況確認シート」には、ＭＰの線

量率が１０分間継続して５μＳｖ／ｈ以上

を検出するとＧＥ０１になることは記載さ

れていたが、ＳＥ０１発生後、監視強化につ

いてのホールドポイントが記載されていな

かったことから、その後の放射線状況につい

て現地対策本部から発信できなかった。 

（機構本部） 

・先に発生したＳＥ０５の要因（モニタリング

カーの空気中放射性物質濃度の指示値が急

激に上昇した原因）、ＧＥ０５への到達予測

について現地対策本部から発話がなくＥＲ

Ｃから質問を受けていたこともあり、ＳＥ０

５の方に気を取られＳＥ０１の今後の進展

可能性まで確認ができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

（センター） 

・「発生事象状況確認シート」に、ＳＥ０１検

出後に５μＳｖ／ｈ以上の線量率上昇が１

カ所でも１０分間以上継続した場合は、全面

緊急事態（ＧＥ０１）を判定する旨を記載し、

監視強化を行うことをホールドポイントと

して追記した。 

 

（機構本部） 

・機構本部は、事象進展に関する報告を拠点か

ら情報発信するよう、「機構ＴＶ会議におけ

る発話の基本」を定め、各拠点へ展開した。

また、機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの発話

者が事象進展に関するＥＲＣへの情報提供

を意識できるよう「発話ポイント」を定めて、

教育した。 

 

【評価】 

・ 安全管理班は、ＭＰ、ＭＳ及びモニタリング

カーで測定した空間線量率の推移につい

て、ＳＥ０１事象発生確認時以降、現地対策

本部、現場対応班及び機構対策本部に対し、

情報提供を行うことができた。その中で、Ｇ

Ｅ０１事象への進展可能性も情報提供でき

た。 

・ 機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの発話者は

「発話ポイント」に基づき事象の進展予測

（トレンドグラフ結果から線量率上昇はパ
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ルス的なものであり、進展しないこと）をＥ

ＲＣに対して情報提供できた。【完了】 

 

１１．訓練全体の評価結果 

「１．訓練目的」及び「２．達成目標」を踏まえて設定した「３．主な検証項目」について

は、訓練モニタと外部機関の有識者による評価結果及び訓練参加者による反省会の評価結果

から、概ね達成できたと評価する。 

 

１１．１ 達成目標に対する評価 

（１）現地対策本部 

① 通報連絡班及び総務班は、改訂した様式を支障なく使い、通報連絡ができること。また、

送信ＦＡＸ機併用、ＥＲＣへの着信確認の強化、発信資料の未着時の対応を支障なく実施

し、センター規則に定められた時間内にＥＲＣに通報文が届くこと。 

  ・通報連絡班及び総務班は、改訂した通報様式を支障なく使い、通報連絡することができ

た。また、送信ＦＡＸ機を追加してのＥＲＣへの発信は、昨年度訓練で見られた送信Ｆ

ＡＸ機による遅延はなかった。一方で、一部の通報文は、ＥＲＣへの着信確認や未着時

の対応ができず、センター規則に定められた時間内にＥＲＣに通報文を届けることがで

きなかった。【９．１（２）】【１２．＜問題点①＞】 

② 現場対応班、現場対応班情報専任者、総務班及び安全管理班は、受電した情報を手順に沿

って、「事象進展対策シート」、「発生事象状況確認シート」等を用いて、機構内関係者間で

分かりやすい情報共有ができること。また、「事象進展対策シート」、「発生事象状況確認シ

ート」等で情報共有後に修正なく情報共有ができること。 

  ・現場対応班、現場対応班情報専任者及び安全管理班は、受電した情報を「事象進展対策

シート」、「発生事象状況確認シート」等を用いて整理し、センター内規則に沿って、現

地対策本部及び機構対策本部と情報共有することができた。「事象進展対策シート（通常

放出経路での気体放射性物質の放出）」では、情報共有後に修正が行われた。【９．１（４）】

【１２．＜問題点③＞】 

③ 現地対策本部において適時にブリーフィングを実施し、発生事象に係る対応状況及び今後

の事象進展・対策等について、具体的かつ簡潔に短時間で機構内への情報共有ができるこ

と。 

  ・現地対策本部情報専任者は、現地対策本部内で集約された情報をもとに、ブリーフィン

グを実施することができた。【９．１（５）】 

④ 機構ＴＶ会議システムの動作不良時も、代替手段を用いた情報共有や応急措置の指示が支

障なくできること。 

  ・現地対策本部構成員及び現場対応班員は、機構ＴＶ会議システムの動作不良が発生した

場合も、速やかに音声会議システムに切り替えることができ、情報共有や応急措置の指

示を支障なく行うことができた。【９．１（４）】 

⑤ 現地対策本部長、現場対応班、現地対策本部情報専任者及び現場対応班情報専任者は、発

生した事象を整理して、機構内の情報共有を支障なく行えること。また、通報連絡班は、

発生した事象を整理して、機構外への通報連絡を支障なく行えること。 
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  ・現地対策本部長、現場対応班、現地対策本部情報専任者及び現場対応班情報専任者は、

発生した事象を整理して、機構内の情報共有を支障なく行うことができた。また、通報

連絡班は、特定事象と汚染事象について、発生した事象毎に整理して、機構外の関係機

関に通報連絡を行うことができた。一方で、重要性が高い情報と重要性が低い情報が混

在して提供され、受信者側への伝達が不十分になった場面が見られた。【９．１（５）】

【１２．＜問題点②＞】 

 

（２）機構対策本部 

① 機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの統括者は、発話者に対し、ＥＲＣへ提供すべき情報を指

示するとともに、情報収集担当者に対して情報収集すべき事項の指示ができること。また、

発話者は複数施設の発災状況を区別してＥＲＣへ情報共有できること。 

・ 機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの統括者は、「ＥＲＣ対応マニュアル」に基づき、発話

者に対してＥＲＣへ提供すべき情報の指示ができた。また、情報収集担当者に対して

機構内への情報収集を指示できたことから習熟が図れた。 

発話者は昨年度から減員して1名での対応でありながら、「ＥＲＣ対応マニュアル」

に基づき、施設名を 初に述べることで複数施設の発災状況を区別してＥＲＣへ情報

共有できたことから、対応能力の向上が図れたことを確認した。【９．２（１）①②】

ただし、ＥＲＣとの情報共有において、情報を整理したうえで提供することができて

いない場面があったこと、ＳＥ０１の判断根拠を速やかに回答できなかったことから、

改善が必要であると評価した。【９．２（１）】【１２．＜問題点④、⑤＞】 

 

１１．２ 前年度から改善を図った事項に対する評価 

（１）現地対策本部 

① 安全管理班員、総務班員はＥＲＣブース担当者に情報を提供し、支障なく情報提供ができ

ること。 

 ・現地対策本部各対応班は、「安全管理班実施要領」等に従って、現地対策本部ＥＲＣ対

応ブース担当者に情報提供することができた。また、現地対策本部ＥＲＣ対応ブース担

当者は、現地対策本部ＥＲＣ対応ブースに設置されているパソコンから、共有フォルダ

内の資料を確認し、情報共有することができた。【９．１（４）】 

（２）機構対策本部 

① 機構対策本部は、「発話ポイント」を活用して、ＥＲＣに対して事象の進展予測に係る情

報共有ができること。 

・機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの発話者は、「発話ポイント」に基づき、発生事象によ

り今後どのような状態に至るのかといった事故の進展予測をＥＲＣに対して情報共有

できた。【９．２（１）②】 

 

１１．３ 新型コロナウイルス感染症対策を考慮した対応に対する評価 

（１）現地対策本部 

① 緊急時対策所と現場指揮所において、マスク、フェイスガード等の飛沫防止対策を行っ

た状態で、支障なく情報共有できること。 
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・緊急時対策所及び現場指揮所では、マスクによる飛沫防止対策を行ったが、情報共有

は支障なく行うことができた。【９．１（４）】 

（２）機構対策本部 

① 機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの要員数が制限された状況（発話者２→１名、情報収集

担当者７→５名）でも機構内及びＥＲＣとの情報共有ができること。 

・機構対策本部は、ＥＲＣ対応ブースの要員数が「ＥＲＣ対応マニュアル」に定める

少人数である状況においても、同マニュアルに基づき各担当者が役割を担い、機構内

及びＥＲＣとの情報共有ができた。【９．２（１）③】 

 

１１．４ 総合的な評価 

「１．訓練目的」に示す、「機構内、国、自治体等への情報提供・情報」、「技術的検

討・対応の実施」、「前年度から改善を図った事項の有効性」及び「新型コロナウイルス

感染症対策を考慮した対応」について、上記評価結果から以下のとおり確認し、概ね達成

できたと評価する。 

・ 複数施設での発災、緊急時対策所と現場指揮所間の通信設備の一時使用不能等、昨年度

よりも負荷がかかった条件を設定した場合において、国、自治体等に情報提供等を行う

ことができることを確認した。 

・ 前年度から改善を図った事項で、一部が有効に機能しなかったため、改善が必要である

ことを確認した。また、新たに確認された課題については、１２項に示す対策を実施し、

今後の訓練で改善の有効性を確認していく。 

・ 緊急時対策所及び現場指揮所において、マスク着用による飛沫防止対策を行った状態

で、機構ＴＶ会議システム等を用いて支障なく情報共有を行い、新型コロナウイルス感

染症対策を考慮した対応が行えることを確認した。 

 

１２．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の防災訓練において抽出された改善点は、以下のとおりである。 

＜問題点①＞ 

   「警戒事態該当事象発生報告」では、センター規則に定める時間内で発信できなかった。

【９．１（１）】【１０．（１）＜課題②＞】【前年度からの継続】 

＜課題＞ 

  通報連絡用ＦＡＸで発信できなかった時の代替手段を実施することができなかった。 

＜原因＞ 

通報連絡用ＦＡＸを用いての発信が難しい場合、通報連絡実施要領に代替手段を定めた。

通報連絡班員に対して、代替手段の内容に関する教育と要素訓練を実施したが、通報対応で

多くの処理をする段階でＥＲＣに確認することを失念し、ＦＡＸが不達となっていることに

気が付くのが遅れた。 

＜対策＞ 

通報連絡班員に対し、通報連絡実施要領に定めた代替手段に関する教育を実施する。また、

要素訓練を実施する。また、作業場所にチェックシートや手順を掲示する。 
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＜問題点②＞ 

   現地対策本部から機構対策本部に対し、重要性が高い情報と重要性が低い情報が混在して

提供され、受信者側への伝達が不十分になった。【９．１（５）】 

＜課題＞ 

  情報の優先度を考慮し，前後の事象を踏まえた情報提供となっていない。 

＜原因＞ 

①どういった情報が重要性が高く、どういった情報が重要性が低いのか、具体的な内容が整

理されていなかった。 

②プレーヤーが現場情報を発話する際に、重要情報の発話内容を示すルールがなく、現地対

策本部情報専任者は発話の整理が不十分になった。 

③プレーヤーには教育と要素訓練を実施したが、プレーヤーの優先度・重要度といった観点

での情報認識が不十分であった。 

＜対策＞ 

①機構で定めた発話ルールに基づき、重要情報と通常情報の内容について、具体的に整理す

る。 

②発話者は、内容を示して発話することをルール化する。これに基づき、現地対策本部情報

専任者は発話順位を整理する。 

③継続的に要素訓練を行い、プレーヤーの認識向上を図る。 

 

＜問題点③＞ 

   「事象進展対策シート」に記載した時刻に誤りが見られ、それをもとに情報提供が行われ

た。【９．１（４）】【１０．（１）＜課題④＞】【前年度からの継続】 

＜課題＞ 

  どのタイミングで「事象進展対策シート」に時刻を記入するか、不明確な箇所があった。 

＜原因＞ 

・ＵＦ６漏えい対策に関する「事象進展対策シート」において、作業内容「泡放水」開始時

刻の記載欄があるが、総務班員は消防班長からの消火活動に関する情報を受電する際の報

告内容が不明確なため、記載の誤りが生じた。 

＜対策＞ 

・「泡放水」作業の開始・終了時刻を記載するタイミングを明確にする。また、この他にも開

始・終了時刻を報告する作業内容において、記載するタイミングが不明確なものがあれば

明確にし、手順書に明示する。 

 

＜問題点④＞ 

  ＥＲＣとの情報共有において、以下のような場面があった。 

 ・一つの報告に対し、更問を受けることが多々あり、時間のロスにつながっていた。 

 ・説明が施設状況のみで、講じる対策や戦略の説明を求められてから対応していた。 

【９．２（１）】 

＜課題＞ 

  受信側に対して、情報を整理したうえで提供することができていない場面があった。 
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＜原因＞ 

 （センター） 

 ・主にセンター内で情報共有する観点で情報発信されていた。センター外において、情報提

供されることを考慮した発話内容でなく、同様の情報発信では伝達が不足することもあり

うるという観点が不足していた。作業の一連の流れが分かる形や視覚的な形での情報提供

が不足した。 

 （機構本部） 

 ・収集した情報（現地対策本部から発信された情報）が断片的な内容であった場合における

ＥＲＣへの情報提供のルールが明確になっていなかった。 

＜対策＞ 

  （センター） 

  ・作業の一連の流れが分かるように、図表を用いて視覚的に報告できるように、関係者に教

育する。 

 （機構本部） 

 ・ＥＲＣに対して断片的な情報提供を実施せざるを得ない場合は、「まず第１報として報告す

るが、後程整理して再度報告する」旨をＥＲＣへ発話したうえで情報提供することをルー

ル化する。 

 ・情報収集及び情報整理担当者が情報を一連の流れ（発生事象に対する戦略）が分かるよう

に整理し、統括者の確認のうえ発話者に伝えてＥＲＣへ説明するよう、説明のポイントを

整理し「ＥＲＣ対応マニュアル」に反映する。 

 

＜問題点⑤＞ 

  ＳＥ０１の判断根拠について、指示値上昇の原因としてノイズの疑いがあると説明したこ

とから、判断の考え方について疑義をもたれた。ノイズの疑いがあっても、それを特定する

ために相当の時間を要することから、「落雷による影響でない」と判断した時点で、ＳＥ０

１を判断したことを速やかに回答できなかった。【９．２（１）】 

 ＜課題＞ 

ＳＥ０１の判断基準（検出されなかったものとの見なす場合）が「発生事象状況確認シー

ト」上で明確に記載されていない。 

＜原因＞ 

ＳＥ０１の判断条件については、法令上「放射線量以上のものとなっている原因を直ちに

原子力規制委員会に報告する場合」には除外できるとなっているものの、現行の「発生事象

状況確認シート」には、その除外規定を明確に記載していなかった。 

 ＜対策＞ 

   放射線測定設備の誤計測の条件として「落雷の影響」だけでなく、「事業所内の施設の排

気モニタ、エリアモニタなどの数値に異常が認められず、指示値上昇の原因が直ちに判断で

きる場合には除外する。」旨を「発生事象状況確認シート」の記載に追記する。また、今後の

防災業務計画の見直しに合わせて、当該判断条件を明確化する。 

 

以 上 


